
春監公表第２号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１４項の規定に基づき令

和７年度財務監査（事務監査）の結果（令和７年１２月８日付け春監公表第２８

号）に関し措置を講じた旨の通知があったため、同項並びに春日市監査基準（令

和２年３月監査委員告示第２号）第２４条第２項及び同条第４項において準用す

る第２３条第３項の規定により当該措置の内容を公表する。

令和８年１月８日

春日市監査委員 松 尾 英 二

同 原 克 巳



令和７年度財務監査（事務監査）措置状況報告【都市整備部】

１ 道路管理課（道路建設担当）

監査の結果 措置の内容

第 1344 号路線道路改良工事（令和６

年６月 28 日起案決裁済）について、

関係書類一式が見当たらず、提出があ

りませんでした。上記工事に関して今

後の事務に支障がないよう対応を行っ

てください。文書の保管、保存その他

の管理の方法について、文書取扱責任

者（マネージャー）及び文書取扱者

（クラーク）を中心に改善を図ってく

ださい。

提出できなかった工事関係資料一式を

徹底的に探しましたが、現時点では発

見に至っておりません。その原因とし

て、保存文書を収納した保存箱と廃棄

文書を収納した廃棄箱を一時的に同じ

場所に保管していたこと、また、保存

箱に「保存箱」であることを明記して

いなかったため、廃棄箱と誤認し廃棄

した可能性が考えられます。引き続き

文書を探してまいります。

本件の再発防止策として、文書の保

管・廃棄等について次のように見直す

とともに、文書取扱責任者(マネージ

ャー)及び文書取扱者(クラーク)を通

じて所属職員へ周知徹底します。

１ 廃棄箱は、保存箱とは別の場所に

保管する。

２ 保存箱には、保存箱ラベル等を活

用し「保存箱」を確実に明記する。

３ 廃棄箱の内容物は、複数人で確認

し廃棄する。

４ 保存箱の事績貸出簿を作成し、文

書の所在を常に明らかにしておく。


